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林間学校 安全対策マニュアル

緊急連絡体制図

報告 指示

報告 指示 応援 報告

報告

応援

報告 指示 報告

応援

報告 指示

報告 指示

協

力

報告 指示

校 長

保護者・教育委員会・マスコミ対応

引率責任者

学年主任、養護教諭

①救命、応急処置

②傷病者以外の児童の安全

確保・誘導

③情報収集

担 任

①救命

②救急車への同乗

③傷病者以外の児童の安全

確保・誘導

④情報収集

⑤保護者への連絡

自然の家指導者

①救命

②負傷者以外の児童の

安全確保・誘導

③情報収集

林 間 学 校

無線機、携帯電話等

で連絡を取り合う

１１９通報

病 院

引率責任者

学年主任

①けがや症状の確認(養護教諭と協力)

②保護者への対応、説明

③見舞い

④安全点検

⑤活動プログラムの検討

⑥事故原因の追求と再発防止策の実

施(養護教諭と協力)

⑦次年度への引き継ぎ

担 任

①保護者への対応、説明

②見舞い

自然の家指導者

①安全点検

②活動プログラムへの

アドバイス

③再発防止策の検討

林 間 学 校

校 長

保護者・教育委員会・マスコミ対応

事故発生

意識なし、心肺停止

の場合はすぐに

事故収束

ＡＥＤ等の救命

機器の確認
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ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

イ １ 自然の家との連携 １ イノシシ発見時 １ イノシシ発見後

ノ 事前相談時、到着時の (1) 連絡体制の整備 (1) 安全が確認された場

シ 受付、オリエンテーショ ・教師間の連絡体制 合

シ ン、つどいのお知らせ等 ・自然の家の職員への連絡 ・自然の家の職員ととも

等 で最新情報を入手する。 ・自然の家からの情報入手 に点検が終了次第、自

生 (1) イノシシ等の情報入 (2) 児童への指導 然の家の職員から必要

き 手 ・発見場所により活動の停止 な情報を入手し、野外

物 ・出没の一般的な情報 ・避難の誘導 活動プログラムについ

遭 ・イノシシよけ対策の情 (3) 点検 て検討する。

遇 報 ・情報収集とともに、敷地内 (2) 安全が確認されない

時 ・施設近くの出没時の情 の場合、自然の家の職員と 場合

の 報 ともに、音を出してイノシ ・自然の家の職員ととも

事 (2) イノシシ等の対策に シを山に追い出す作業をす に点検しても安全が確

故 おける指導 る。 認されない場合、野外

・施設外活動時の単独行 ・警察や自然の家の職員との 活動中止等の指導を受

動の禁止 連携により安全点検をす け、活動プログラムに

・施設外活動時のグルー る。 ついて検討する。

プ行動 ２ イノシシ等による事故発 ２ イノシシ等による事

・イノシシ発見時の指導 生時 故発生後

対策 (1) 連絡体制の整備 (1) 被害者への対応

・登山、ハイキング時に ・教師間の緊急連絡(無線・ ・けがの確認

おける食べ物、ジュー 携帯電話等) ・保護者への対応、説明

ス等の空き缶の後始末 ・自然の家の職員への連絡 ・見舞い

の徹底 ・自然の家からの情報入手 (2) マスコミへの対応

・野外炊飯時の生ゴミの ・学校(管理職)、保護者への ・引率責任者は、自然の

完全処理 連絡 家の職員と連携しなが

・野外でのおやつ、食材 (2) 児童への指導 ら学校(管理職)へ随時

等の処理 ・発見場所により活動の停止 報告する。

(3) 業務無線の借用と緊 ・避難の誘導 ・管理職は、情報を一元

急連絡体制の確認 (3) 救助体制 化し、マスコミ対応に

・自然の家の職員を事故発生 備える。

場所へ誘導する。 ・被害者等のプライバシ

・自然の家の職員とともに救 ーが確保できるように

急車、医療機関、警察等と 配慮する。

連携しながら被害者を救出 (3) 自然の家との連携

する。 ・自然の家の職員等によ

(4) 情報収集 る点検が終了及び安全

・自然の家の職員とともに、 が確保されるまで野外

事故発生時の情報を収集す 活動を中止し、野外活

る。 動プログラムについて

(5) マスコミへの対応 検討する。

・引率責任者は、自然の家の ・安全確認後のプログラ

職員と連携しながら学校 ム再開

(管理職)へ随時報告する。 ３ 再発防止策の検討、

・管理職は、情報を一元化し、 実施、事故原因の追求

マスコミ対応に備える。 と再発防止策の実施、

・被害者等のプライバシーが 次年度への引き継ぎ

確保できるように配慮す

る。
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ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

毒 １ 自然の家との連携 １ 事故発生時 １ 事故発生後

ヘ ・事前相談時、到着時の (1) 連絡体制の整備 (1) 被害者への対応

ビ 受付、オリエンテーシ ・自然の家への緊急連絡（無 ・症状の確認

に ョン、つどいのお知ら 線・携帯電話等） ・見舞い

よ せ等で最新情報を入手 ・消防署（救急車）、病院へ ・保護者への対応、説明

る する。 の連絡 (2) 自然の家との連携

事 ２ 児童への事前指導 ・学校(管理職)、保護者への ・自然の家の職員等によ

故 森や林の中に入って活 連絡 る点検が終了及び安全

動する際は、次のことに (2) 救助体制 が確保されるまで野外

注意させる。 ・事故発生場所への自然の家 活動を中止し、野外活

・ヘビを見たら不用意に の職員の派遣依頼、救助 動プログラムについて

近づかないこと 検討する。

・長袖長ズボンによる活 ・安全確認後のプログラ

動 ム再開

・長靴の使用 (3) 自然の家の職員及び

専門家による駆除

ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

登 １ 自然の家との連携 １ 落石事故、滑落事故発生 １ 事故発生後

山 ・活動場所の事前調査 時 (1) 被害者への対応

道 ・落石や滑落が予想され (1) 連絡体制の整備 ・けがの確認

や る場所の情報収集 ・自然の家への緊急連絡 ・見舞い

ハ ・業務無線の借用と緊急 （無線・携帯電話等） ・保護者への対応、説明

イ 連絡体制の告知 ・自然の家と連携し、消防署 (2) マスコミへの対応

キ ２ 児童への事前指導 （救急車）、警察、市役所、 ・引率責任者は、自然の

ン ・落石や滑落が予想され 病院等への連絡 家の職員と連携しなが

グ る場所を具体的に地図 ・学校(管理職)、保護者への ら学校(管理職)へ随時

コ 等で指導する。 連絡 報告する。

｜ (2) 児童への指導 ・管理職は、情報を一元

ス ・活動の中止と安全な場所 化し、マスコミ対応に

で への誘導 備える。

の (3) 救助体制 ・被害者等のプライバシ

落 ・事故発生場所への自然の家 ーが確保できるように

石 の職員の派遣依頼 配慮する。

事 ・自然の家、救急車、医療機 (3) 自然の家との連携

故 関、警察等との連携による ・自然の家の職員等によ

・ 被害者の救出 る点検が終了及び安全

滑 (4) 情報収集 が確保されるまで野外

落 ・事故発生時の情報収集 活動を中止し、野外活

事 (5) マスコミへの対応 動プログラムについて

故 ・引率責任者は、自然の家の 検討する。

職員と連携しながら学校 ・安全確認後のプログラ

(管理職)へ随時報告する。 ム再開

・管理職は、情報を一元化し、２ 再発防止策の検討、

マスコミ対応に備える。 実施、事故原因の追求

・被害者等のプライバシーが と再発防止策の実施、

確保できるように配慮す 次年度への引き継ぎ

る。

(

マ
ム
シ
・
ヤ
マ
カ
ガ
シ
）
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ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

ハ １ 自然の家との連携 １ 事故発生時 １ 事故発生後

チ ・事前相談時、到着時の (1) 連絡体制の整備 (1) 被害者への対応

に 受付、オリエンテーシ ・自然の家への緊急連絡（無 ・症状の確認

よ ョン、つどいのお知ら 線・携帯電話等） ・見舞い

る せ等で最新情報を入手 ・消防署（救急車）、病院へ ・保護者への対応、説明

事 する。 の連絡 (2) 自然の家との連携

故 ２ 児童への事前指導 ・学校(管理職)、保護者への ・自然の家の職員等によ

森や林の中に入って活 連絡 る点検が終了及び安全

ス 動する際は、次のことに (2) 救助体制 が確保されるまで野外

ズ 注意させる。 ・事故発生場所への自然の家 活動を中止し、野外活

メ ・ハチが近づいてきたら、 の職員の派遣依頼、救助 動プログラムについて

バ 急な動きをしないで、 検討する。

チ 飛んでいる高さよりも ・安全確認後のプログラ

等 身を低くしてゆっくり ム再開

と静かにその場から遠 (3) 自然の家の職員及び

ざかる。大きな声を出 専門家による駆除

したり、振りはらった

りしない。

・香りのするものはハチ

が寄ってくるので、虫

よけスプレーは無臭の

物にする。

ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

危 １ 自然の家との連携 １ 事故発生時 １ 事故発生後

険 ・事前相談時、到着時の (1) 連絡体制の整備 (1) 被害者への対応

な 受付、オリエンテーシ ・自然の家への緊急連絡（無 ・症状の確認

植 ョン、つどいのお知ら 線・携帯電話等） ・見舞い

物 せ等で最新情報を入手 ・学校(管理職)、保護者への ・保護者への対応、説明

に する。 連絡 (2) 自然の家との連携

よ ・自然の家の職員からウ ・自然の家の職員等によ

る ルシ、毒キノコ等の見 る点検が終了及び安全

事 分け方や応急処置の方 が確保されるまで野外

故 法等の指導を受ける。 活動を中止し、野外活

２ 児童への事前指導 動プログラムについて

ヤ 森、林の中に入って活 検討する。

マ 動する際は、次のことに ・安全確認後のプログラ

ウ 注意させる。 ム再開

ル ・ウルシや種類の解らな (3) 自然の家の職員及び

シ いキノコ等は触らない。 専門家による除去

等
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ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

け １ 自然の家との連携 １ 事故発生時 １ 事故発生時

が (1) 無理のないゆとりを (1) 連絡体制の整備 (1) 被害者への対応

や もった活動計画の作成 ・自然の家への緊急連絡（無 ・けがや症状の確認

病 の指導を受ける。 線・携帯電話等） ・見舞い

気 (2) 当日の相談をする。 ・消防署（救急車）、病院へ ・保護者への対応、説明

や ・天気予報等を確認し無 の連絡 (2) マスコミへの対応

遭 理のない活動にする。 ・学校(管理職)、保護者への ・引率責任者は、自然の

難 ２ 学校での準備 連絡 家の職員と連携しなが

・救急薬品を携帯できる (2) 自然の家からの指導 ら学校(管理職)へ随時

ようにする。 ・活動中止 報告する。

３ 児童への事前指導 (3) 自然の家の職員と協力し ・管理職は、情報を一元

・立ち枯れした木には近 た救助体制 化し、マスコミ対応に

づかない。 ・事故発生現場への自然の家 備える。

・危険箇所のロープはく の職員の派遣依頼 ・被害者等のプライバシ

ぐらない。 ・行方不明者の捜索 ーが確保できるように

・活動案内看板を確認し ・救急車、医療機関、警察等 配慮する。

て行動する。 との連携による被害者の救 (3) 自然の家との連携

出 ・自然の家の職員等によ

(4) 情報収集 る点検が終了及び安全

・事故発生時の情報収集 が確保されるまで野外

(5) マスコミへの対応 活動を中止し、野外活

・引率責任者は、自然の家の 動プログラムについて

職員と連携しながら学校 検討する。

(管理職)へ随時報告する。 ・安全確認後のプログラ

・管理職は、情報を一元化し、 ム再開

マスコミ対応に備える。 ２ 再発防止策の検討、

・被害者等のプライバシーが 実施、事故原因の追求

確保できるように配慮す と再発防止策の実施、

る。 次年度への引き継ぎ
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ﾘｽｸ 未発生時の対策 発生時の対策 収束時の対策

(自然の家との連携)

食 １ 児童への指導 １ 食中毒発生時 １ 食中毒発生後

中 (1) 野外炊事時 (1) 連絡体制の整備 (1) 被害者への対応

毒 ・手を洗う ・自然の家への緊急連絡 ・症状の確認

・食器の洗浄 ・消防署（救急車）、病院、 ・見舞い

・食材の管理 保健所への連絡 ・保護者への対応、説明

生もの等は直前まで冷 ・学校(管理職)、保護者への (2) マスコミへの対応

蔵庫保管 連絡 ・引率責任者は、自然の

・調理方法（十分熱を通 (2) 自然の家からの指導 家の職員と連携しなが

す）の指導 ・活動中止 ら学校(管理職)へ随時

・食材の持ち込みの禁止 (3) 原因の究明 報告する。

(2) 食堂利用時 ・保健所、医療機関との連携 ・管理職は、情報を一元

・手洗いの励行 による原因の究明 化し、マスコミ対応に

(4) 情報収集 備える。

・事故発生時の情報収集 ・被害者等のプライバシ

(5) マスコミへの対応 ーが確保できるように

・引率責任者は、自然の家の 配慮する。

職員と連携しながら学校 (3) 自然の家との連携

(管理職)へ随時報告する。 ・自然の家の職員等によ

・管理職は、情報を一元化し、 る点検が終了及び安全

マスコミ対応に備える。 が確保されるまで活動

・被害者等のプライバシーが を中止し、活動プログ

確保できるように配慮す ラムについて検討する。

る。 ２ 再発防止策の検討、

実施、事故原因の追求

と再発防止策の実施、

次年度への引き継ぎ

○ そのほか、不審者の侵入や火災や地震に対するリスクも考えられるが、学校での活動

に準じて実施する。
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(新型耐性菌)

訪 ① 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 引率する教職員に対して 学校 にい る教 職

問 発生情報の収集 ・健康状態の確認 員が 行う 対応 の
先 ・訪問先にある保健所や旅 ・役割分担の確認 内容
で 行業者からの情報

対

応 教 職 員 の 役 割 を 明

確にしておく！

判 ② ①からの情報を検討・判断
断

・

連 ① 現地 訪問団との 連

絡 ◆学校行事の中止 ◇学校行事の継続 絡

（帰校） ・児童生徒等の健康・安

・児童生徒等の健康・安全 全確保（行程検討等） ②情報収集と支援

確保 ・健康観察の実施、把握

・健康観察により状況を把 ・学校への定期連絡 等 ③ 保護 者等への情 報

握 提供、窓口の設置

・帰校手段の確保

・学校への連絡 等 ④現地への支援体制

・職員等の派遣検討

⑤関係機関との連絡

学 ③今後の対応を学校から県教育委員会、学校医 ・教育委員会

校 へ連絡 ・学校医

の ・PTA役員等

対

応 ⑥帰校時の受入準備

・感染予防対策

④今後の対応を学校から保護者へ、速やかに連 ・保護者への説明等

絡・説明
・電話、メール、FAX、通知等により、正確な情報を連 ⑦ 児童 生徒等の健 康

絡する。 状態 を把握する た

めの準備

⑧ 関係 機関等への 報

帰 ⑤帰校後、学校の対応 告と説明

校 ・児童生徒、教職員の健康状態の把握

後 ・学校医へ報告し、指導助言をもとに対応を検討 ⑨ 帰校 後の授業体 制

の ・教育委員会への報告 を検 討（必要に 応

学 ・保護者への説明（家庭での対応等） じて措置の実施）

校 ・教職員への説明

対 ・感染拡大防止対策（家庭内感染防止等）

応

訪問先が新型インフルエンザ集団発生の状況にあるときの対応例＜１＞



- 資料 16 -

訪 ①新型インフルエンザ疑 引率する教職員に対し 学校にいる教職員
問 い者の確認 て が行う対応の内容
先 訪問先にある保健所への連 ・健康状態の確認

で 絡、相談、旅行会社との情報 ・役割分担の確認

の 確認 教 職員の役 割分担を

対 明確にしておく！

応

②学校へ連絡・県教育委員会へ連絡

該当者の保護者へ連絡 ①現地訪問団との連絡

③該当者及び接触者への ④今後の行程の検討 ②情報収集と支援

判 対応 ・児童生徒の健康・安全

断 ・他の児童への感染予防対応 確保 ③保護者等への情報提

・ ・検温等健康状態の把握 ・健康観察の実施、把握 供、窓口の設置

連 ・医療機関の確認 ・旅行業者等との確認

絡 ・移動方法の確認 ④現地への支援体制

・保護者等への連絡

新型インフルエンザ検査（陽性の場合／陰性の場合）

⑤隔離者の滞在の検討

・旅行業者との連携

◆学校行事の中止（帰校） ◇学校行事の継続 ・保護者等への連絡

・児童生徒等の健康・安全確 ・児童生徒等の健康・安

保（感染防止対策の確認） 全確保 ⑥関係機関への連絡

・行程の変更連絡 ・行程の変更(縮小)検討 ・教育委員会

・帰校手段の確保 ・罹患者や隔離者への対 ・学校医

・罹患者、隔離者への対応検 応検討・帰校者への対 ・PTA役員等

討 等 応検討 等 ・保健福祉事務所

学 ⑤今後の対応を学校から県教育委員会、学校医 ⑦帰校時の受入準備

校 へ連絡 ・感染予防対策

の ・学校行事の中止等、帰校後の対応 等 ・保護者への説明等

対

応

⑥今後の対応を学校から保護者へ速やかな連絡 ⑧児童生徒等の健康状

と説明 態を把握するための

・電話、メール、FAX、通知等により、正確な情報を連 準備

絡する。

⑨関係機関等への報告

帰 ⑦帰校後、学校の対応
校 ・児童生徒、教職員の健康状態の把握 ⑩帰校後の授業体制等

後 ・学校医へ報告し、指導助言をもとに対応を検討 の検討（必要に応じ

の ・教育委員会への報告 て措置の実施）

対 ・保護者への説明（家庭での対応等）

応 ・教職員への説明

・感染拡大防止対策（家庭内感染防止等）

参加者が新型インフルエンザ感染の疑いとなったときの対応例＜２＞


